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１　施設の概要

←○、×を記入

～

人 人 人

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和４年度

施　設　名 秋田県総合生活文化会館(アトリオン) 設置年 平成

所　在　地 秋田市中通二丁目３番８号

指定管理者 厚生ビル管理株式会社

県所管課 文化振興 調整・文化施設活用 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目
標

文化の発展を図るため、芸術文化に関する鑑賞機会や活動の場を提供する。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための取組
として、当該施設に求められているもの

質の高い音楽公演の開催、文化芸術に関する人材の育成、音楽に親しむ機会の創
出等に取り組む。

施設の面積 延床面積13,375.15㎡（県部分）

主な設置施設
音楽ホール、練習室、音楽研修室、美術展示ホール、研修室、多目的ホール、イ
ベント広場

料金制 有（利用料金併用制　・　完全利用料金制）　無（指定管理料制）

料金設定 別紙のとおり

サウンディング実施対象施設※ ×

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間 別紙のとおり

①管理運営業務　②施設･設備の維持管理業務　③施設等使用許可業務
④貸館関連業務　⑤文化振興業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ２ 83,330 Ｒ３ 178,600 Ｒ４ 163,281

直近３年の年間料金収入 Ｒ２ 29,401 千円 Ｒ３ 36,129 千円 Ｒ４ 31,104 千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

収入計 104,892 83,571 75,772 78,509 74,403

利用料収入 43,308 37,258 29,401 36,129 31,104

指定管理料 34,377 34,377 42,124 35,099 35,099

その他収入 27,207 11,936 4,247 7,281 8,200

支出計 106,738 85,952 69,214 70,118 73,290

人件費 41,450 39,967 37,559 37,361 40,569

人件費以外 65,288 45,985 31,655 32,757 32,721

差　引 ▲ 1,846 ▲ 2,381 6,558 8,391 1,113

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や公募要件
を検討するため、指定期間終了の２～３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

設置目的 文化の発展を図るため、芸術文化に関する鑑賞機会や活動の場を提供する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容

①アウトリーチ型事業として、県内学校における訪問演奏会「アトリオンがやっ
てきた！」を平成25年から継続（Ｒ４：７校９公演）　
②人材育成事業として、アトリオン少年少女合唱団を運営し、通年練習のほか、
「赤れんが館コンサート」（10月）、「オータムコンサート」（11月）を開催。
また、「徳永英明コンサート」（９月）に出演し合唱を披露
③普及啓発型事業として、｢山形交響楽団能代公演」（９月）のＣＭ制作、「国際
音楽交歓コンサート」（10月）などの企画公演を受託
④プレイガイド事業として、報道機関等が開催した「春の院展秋田展」、「反田
恭平2022秋田ツアー」などのチケットを受託販売　　　　　　　　　　　　　
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２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

⑴－イ　指定管理者による実績報告

（観点Ⅰ（１））の評価

（観点Ⅰ）施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

－

⑴－ア　目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和４年度
の目標

 利用者数　222,000人

年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

目標 256,000 222,000 189,200 

実績 220,083 83,330 178,600 

達成率 86.0% 37.5% 94.4%

実績 163,281 達成率 73.6%

具体的な
取組と
その効果

・利用者数は、前年度比でも91.4％と減少しているが、音楽施設について
は、音楽ホールが天井耐震化工事により12月から使用できない中、11月まで
に集客力のある公演を計画的に開催したこと等により、利用者数が前年度よ
り増加した（前年度比115.4％）。
・一方、文化施設については、コロナ禍の影響等により大型企画展の開催が
少なかったため、利用者数が減少したと考えられる（前年度比84.7％）。

令和５年度
目標 利用者数　222,000人

の目標
（設定根拠）

設定根拠

・新型コロナ感染症の影響が小さかった令和元年度の実績を基準に設定した
（内訳：文化施設150,000人、音楽施設72,000人）。
・令和５年度は、音楽ホールの休館（～Ｒ５.６月）の影響があるものの、
集客力のある音楽公演の開催や美術展示ホールの利用促進等により目標達成
を目指す。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｃ
音楽施設については、音楽ホールの休館が無ければより利用者数を伸ばすこと
ができたと考えられるが、文化施設の利用者数の減少が大きかったため、全体
としてはＣ評価となった。

県
（所管課）

Ｃ
コロナ禍や音楽ホールの長期休館の影響等により、Ｃ評価となったが、特に、
文化施設の利用者数が大きく減少していることから、回復に努める必要があ
る。

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を
付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標
について、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

直近３年
の実績

令和４年度
の実績

評
価
欄
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⑵－イ　指定管理者による実績報告

（観点Ⅰ（２））の評価

⑵－ア　目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和４年度
の目標

 利用料金収入　31,000千円

年度 Ｒ元年度（千円） Ｒ２年度（千円） Ｒ３年度（千円）

目標 39,200 36,100 33,000 

実績 37,258 29,401 36,129 

達成率 95.0% 81.4% 109.5%

実績 31,104 達成率 100.3%

具体的な
取組と
その効果

・音楽施設については、音楽ホールの休館（Ｒ４.12月～Ｒ５.６月）を見据
え、計画的に音楽公演などを開催し、利用料金収入の確保に努めたが、前年
度比93.5％にとどまった。
・文化施設については、コロナ禍の影響等により大型企画展が少なかったた
め、利用料金収入は前年度比82.0％と大きく減少した。
・収入状況の経過は、両施設とも、令和５年１月までは前年度を上回る収入
があったが、その後の２か月で前年度比86.1％まで減少しており、音楽ホー
ルの休館と大型企画展の減少が影響したものと考えている。

令和５年度
目標 　年間利用料金収入　34,300千円

の目標
（設定根拠）

設定根拠
令和５年度は、音楽ホールの改修後に、多くの音楽公演などを企画している
ほか、文化施設でも大型企画展が予定されていることから、前年度より330
万円増の3,430万円を設定した。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ
音楽ホールの長期休館や企画展の減少の影響があったものの、計画的に音楽公
演を開催するなどして、利用料金収入を確保し、目標を達成した。

県
（所管課）

Ａ
目標を達成したことは評価できるが、文化施設については、利用料金収入が前
年度比82.0％となっており、今後の利用促進に努める必要がある。

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を
付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標
について、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

直近３年
の実績

令和４年度
の実績

評
価
欄
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【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅱ）の評価

（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅱ）施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

92.8% 91.3% 85.1%

実績 87.1%

具体的な
取組と

その効果

上質な音楽公演を求める利用者の声に応え、ショパン国際ピアノコンクール
第４位のピアニストの公演を開催するなどし、満足度の向上に努めた。
また、公演の電話予約サービスは、特にスマートフォンなどの操作に不慣れ
な高齢者から好評を得ている。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ
前年度から満足度が２ポイント上昇しており、利用者ニーズに即したサービス
を提供できたと考えている。

県
（所管課）

Ａ
アンケートを活用し、利用者ニーズに対応することで、高い満足度を維持して
いることは評価できる。

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に
理由を付すこと。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

（観点Ⅲ）効率性の向上等に関する取組

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなさ
れ、その効果があったか。

経費の
低減実績

事務費と管理費は減少したが、人件費と音楽事業費が増加したため、経費全
体では、前年度比104.5％となった。

具体的な
取組と
その効果

・事務費については、事務用品や消耗品に係る経費等の削減に努めること
で、前年度比75.5％となった。
・管理費については、音楽ホールの休館による舞台操作委託費の減少等によ
り、前年度比83.4％となった。
・音楽事業費については、集客力のある著名な音楽家を招へいしたことで公
演料が増加したため、前年度比138.1％となった。

収入の
増加実績

特に文化施設の利用料金収入の減少が大きかったため、収入全体では、前年
度比94.8％となった。

具体的な
取組と
その効果

・文化施設については、大型企画展の開催が少なかったため、利用料金収入
が前年度比82.0％となった。
・一方で、著名な音楽家等による13件（前年度比２件増）の県主催音楽公演
を開催したことで、入場者数が前年度比141.3％となり、これに伴い入場料
収入が前年度比195.9％となった。

利用者満足度
の状況

（直近３年）

令和４年度
の実績

評
価
欄

令和４年度
の実績

令和４年度
の実績
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（観点Ⅲ）の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅳ）の評価

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
・事務費等の削減に取り組んだが、経費は前年度比で4.5％増加した。
・集客力のある音楽公演の開催に努めたが、収入は前年度比で5.2％減少した。

県
（所管課）

Ｂ
Ｂ評価となったが、集客力のある音楽公演を実施するなど収入の確保に努めて
おり、引き続き効果的な取組を継続してほしい。

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄
に理由を付すこと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

（観点Ⅳ）公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ 指定管理者として、音楽施設、文化施設とも適正に管理運営している。

県
（所管課）

Ｂ
音楽施設、文化施設とも適正に管理運営されているほか、文化振興に資する自
主事業を積極的に実施しており、評価できる。

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題
点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

評
価
欄

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

評
価
欄

令和４年度
の実績

○人員配置
　音楽ホールの舞台音響や照明操作に有資格者を配置するなど、施設の管理運営
に必要な人員を配置しており、サービスの提供に支障は生じていない。

○職員の資質向上
　全国公文協研究大会等に職員を出席させ、その内容を他の職員にフィードバッ
クし、情報共有とレベルの向上を図っている。また、月に１回、部内検討会を開
催し、業務の問題点と対応策を協議し、利用者の立場に立ったサービスの提供に
努めた。

○施設・設備の管理
　音楽公演等に使用される楽器、舞台装置等を適切に保守・管理し、良好な利用
環境の整備に努めた。

○危機管理等
　火災・地震発生時の対応やテロ対策のマニュアルを整備し、緊急連絡網を構築
している。また、春と秋の消防・防災訓練に職員が参加し、防災意識を高めた。

○自主事業の実施
　アウトリーチ型事業として訪問演奏会「アトリオンがやってきた！」を実施し
たほか、人材育成事業として「アトリオン少年少女合唱団」を運営するなど、県
民に音楽鑑賞や文化的活動の機会を積極的に提供した。
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【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）】　

※外部有識者委員会の評価対象となる約２０施設について記載

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針】

○県の施策の達成状況

○施設運営の課題

○今後の方向性

評価（提言）
○施設の管理運営状況について

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針
指定管理者

県所管課

（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）
音楽ホールを中核に、各施設を効果的に活用し、県民に良質な音楽鑑賞や文化活動の機会を提供している。

設置から34年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいる。

（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）
計画的な修繕により施設の機能や魅力を維持しながら、県内唯一の音楽専用ホールなど施設の特性を生かした
企画を実施することで、利用者ニーズに対応していく。
また、「あきた芸術劇場」や「秋田県立美術館」などの周辺施設と効果的に連携しながら、文化振興に寄与し
ていく。

（（観点Ⅰ）～（観点Ⅳ）に対するコメントを記載）

（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）
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1

（別紙）

○料金設定

１ 施設使用料

（１）音楽ホール、練習室及び音楽研修室

備考

一 音楽ホール若しくは第一練習室の使用において午後５時後の使用時間が１時間未満であるとき若しくは当該時間

に１時間未満の端数があるとき又は第二練習室、第三練習室若しくは音楽研修室の使用において使用時間が１時間

未満であるとき若しくは当該時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算した使用料を徴収する。

二 この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、音楽ホール又は第一練習室の入場者

から徴収するその入場の対価をいう。

三 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日をい

う。

四 使用者が入場料を徴収しない場合又は１，５００円以下の入場料を徴収する場合で、営業その他これに類する目

的をもって音楽ホール又は第一練習室を使用するときは、入場料１人当たりの最高額が１，５０１円以上の場合の

使用料を徴収する。

五 音楽ホールを練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、入場料を徴収しない場合又は入場料１人当た

りの最高額が１，５００円以下の場合の額に０．５を乗じて得た額とする。

六 前号の規定にかかわらず、音楽ホールをパイプオルガンの練習のために使用するときは、使用料は、徴収しない。

午前９時から正午ま
で

 午後１時から午後
５時まで

午前９時から午後５
時まで

午後５時後の時間１
時間につき

平日 ２５，１７０円 ３３，５６０円 ５８，７３０円 ９，８６０円

土曜日・日曜
日・休日

３３，８７０円 ４５，１６０円 ７９，０３０円 １３，２５０円

平日 ４２，４５０円 ５６，６００円 ９９，０５０円 １６，９７０円

土曜日・日曜
日・休日

５９，８５０円 ７９，８００円 １３９，６５０円 ２４，０７０円

平日 ４，８００円 ６，４００円 １１，２００円 １，８００円

土曜日・日曜
日・休日

５，５８０円 ７，４４０円 １３，０２０円 ２，１２０円

平日 ８，８５０円 １１，８００円 ２０，６５０円 ３，３９０円

土曜日・日曜
日・休日

１０，５００円 １４，０００円 ２４，５００円 ４，０３０円

使用料の額

練習に使用する場合 １時間につき　５９０円

第二練習室 １時間につき　４２０円

第三練習室 １時間につき　３００円

音楽研修室 １時間につき　１，０６０円

区分

音楽ホール

入場料を徴収しない場合又は入場料１
人当たりの最高額が１，５００円以下
の場合

入場料一人当たりの最高額が１，５０
１円以上の場合

第一練習室

公演、音楽発表
会その他練習以
外に使用する場
合

入場料を徴収しない
場合又は入場料１人
当たりの最高額が
１，５００円以下の
場合

入場料１人当たりの
最高額が１，５０１
円以上の場合
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（２）美術展示ホール

備考 使用者が営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に１．５を

乗じて得た額とする。

（３）研修室

備考

一 午後５時後の使用時間が１時間未満であるとき又は当該時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計

算した使用料を徴収する。

二 使用者が入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、研修室の入場者から徴収するその入場の対価をい

う。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するとき

の使用料の額は、この表に定める額に１．５を乗じて得た額とする。

使用の単位 使用料の額

全室 １９,０９０円

A １４,４２０円

B ５,９４０円

１３,０４０円

２９,７９０円

全区画 １３,２６０円

４分の３区画 ９,９５０円

４分の２区画 ６,６３０円

４分の１区画 ３,３２０円

区分

第二展示室

第一展示室及び第二展示室

第一展示室

第三展示室

１日につき

午前９時から正午ま
で

 午後１時から午後
５時まで

午前９時から午後５
時まで

午後５時後の時間１
時間につき

全区画 １８,３３０円 ２４,４４０円 ４２,７７０円 ６,１１０円

４分の３区画 １３,７５０円 １８,３３０円 ３２,０８０円 ４,５９０円

４分の２区画 ９,１７０円 １２,２２０円 ２１,３９０円 ３,０６０円

４分の１区画 ４,５９０円 ６,１１０円 １０,７００円 １,５３０円

使用料の額
区分
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（４）多目的ホール

備考

一 午後５時後の使用時間が１時間未満であるとき又は当該時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計

算した使用料を徴収する。

二 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をいう。

三 使用者が入場料(使用者が、いずれの名義であるかを問わず、ホールの入場者から徴収するその入場の対価をい

う。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの

使用料の額は、この表に定める額に１．５を乗じて得た額とする。

（５）イベント広場

備考

一 午後５時後の使用時間が１時間未満であるとき又は当該時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として

計算した使用料を徴収する。

二 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をいう。

三 使用者が営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に１．５を乗じ

て得た額とする。

午前９時から正午まで
午後１時から午後５時
まで

午前９時から午後５時
まで

午後５時後の時間１時
間につき

平日 １８,５１０円 ２４,６８０円 ４３,１９０円 ６,１７０円

土曜日・日曜日・休
日

２１,６３０円 ２８,８４０円 ５０,４７０円 ７,２１０円

平日 ９,２６０円 １２,３４０円 ２１,６００円 ３,０９０円

土曜日・日曜日・休
日

１０,８２０円 １４,４２０円 ２５,２４０円 ３,６１０円

平日 ４,６３０円 ６,１７０円 １０,８００円 １,５５０円

土曜日・日曜日・休
日

５,４１０円 ７,２１０円 １２,６２０円 １,８１０円

平日 ４,６３０円 ６,１７０円 １０,８００円 １,５５０円

土曜日・日曜日・休
日

５,４１０円 ７,２１０円 １２,６２０円 １,８１０円

使用料の額

区分

全ホール

ホールA

ホールB

ホールC

午前９時から正午まで
午後１時から午後５時
まで

午前９時から午後５時
まで

午後５時後の時間１時
間につき

平日 １４,４９０円 １９,３２０円 ３３,８１０円 ４,８３０円

土曜日・日曜日・休
日

１７,４００円 ２３,２００円 ４０,６００円 ５,８００円

平日 ７,２５０円 ９,６６０円 １６,９１０円 ２,４２０円

土曜日・日曜日・休
日

８,７００円 １１,６００円 ２０,３００円 ２,９００円

使用料の額
区分

全区画

２分の１区画
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２ 設備使用料

（１）音楽ホール及び練習室

（２）美術展示ホール、研修室、多目的ホール及びイベント広場

使用の単位 使用料の額

パイプオルガン ２３,７５０円

グランドピアノ(フルコ
ンサート用・外国製)

１１,７３０円

グランドピアノ(フルコ
ンサート用・日本製)

５,８７０円

一式一回につき ２,４４０円

一式一回につき ４,７７０円

所作台 一式一回につき ５,３４０円

平台 一式一回につき ２,４１０円

松羽目 一式一回につき １,１５０円

竹羽目 一式一回につき １,６８０円

金びょうぶ 一双一回につき １,１５０円

一文字幕 一枚一回につき １,１５０円

一式一回につき １,１７０円

照明設備 サスペンションライト 一式一回につき １,１７０円

舞台設備 可動ステージ 一式一回につき ２,４１０円

第三練習室 楽器 ポジティブオルガン 一台一回につき ８４０円

音楽ホール・第一練習室共通 楽器 チェンバロ 一台一回につき ５,８７０円

区分

音響設備

照明設備

音響設備

楽器 一台一回につき

舞台設備

第一練習室

音楽ホール

区分 使用の単位 使用料の額

拡声装置 １,１７０円

ビデオテープレコー
ダー

５９０円

のぞきケース ５９０円

四面ガラスケース ５９０円

プロジェクター ５６０円

一式一回につき



5

○営業期間・時間

（１）使用時間

（２）休業日

施設 使用時間

音楽ホール

練習室

音楽研修室

多目的ホール

イベント広場

美術展示ホール 午前９時から午後８時まで

研修室 午前９時から午後９時まで

午前９時から午後10時まで

施設 休業日

一　水曜日(休日(国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をい
  う。以下この表において同じ。)に当たるときは、その日後において
  その日に最も近い休日でない日)

二　１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日

練習室

音楽研修室

美術展示ホール

研修室

多目的ホール

イベント広場

音楽ホール

１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日

１月１日


